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産業廃棄物処理施設設置に係る手続フロー 
（１）廃棄物処理法の設置許可を要する産業廃棄物処理施設のうち、建築基準法第 51 条ただし書の許可を要する施設に係る手続フロー 
事業計画者（申請者） 神戸市環境局 関係課 都市計画審議会 

    

 

所管法令の適合状況を審査 

事前相談 

事業計画案の提出 

事業計画案の作成 

立地審査会の結果の回答 

関係法令適合状況等付議することが適当であるかの総合判断 
（必要に応じて事業計画・対策の見直し、再審査） 

建築基準法第 51 条ただし書許可申
請の受付 

協議・指導 

立地審査会の召集 

立地審査会の召集 

申出書の関係課への提出 

関係法令に係る申請 

立地審査会の結果の回答 

（付議することが適当と回答
された場合）建築基準法第 51
条ただし書許可申請 

 

廃棄物処理法・要綱※

の適合状況を審査 

廃棄物処理法の施設設置許
可申請書の提出 

建築基準法第 51 条ただし書に基づ
く都市計画審議会付議 

手続の説明等 

相談等 

建築基準法第 51 条許可 

審査 

建築住宅局建築指導部 
建築安全課 

都市計画審議会の答申 

・申出書に対する環境局の回答 
・関係する部局名の指示 

建築住宅局建築指導部 
建築安全課 

生活環境影響調査の実施 

 

申 出 書
等 報 告
の提出 

（立地基準等が適当と回答さ
れた場合）要綱※に基づく申
出書の提出 

審査 

審査 

・事業計画案に対する環境局の
回答 

・関係する部局名の指示 

事業計画案の関係課への提出 

許 可 

施設設置許可証交付 

関係法令手続の指示 

不許可 

生活環境影響調査結果 

生活環境影響調査書の作成 

住民説明・同意書等の取得 

産業廃棄物処理施設設置に係る 
手続フロー（２）の手続と同様 

標準処理期間３０日 

「廃棄物処理施設設置に係る立地
審査会」における審査 

審査 

「廃棄物処理施設設置に係る立
地審査会」における審査 

＊焼却施設の手続は別紙 

立地条件等が適当であ
るかの判断 

立地条件等の審査 

回答を集約し提出 

標準処理期間６０日（焼却施設１８０日） 

備考 標準処理期間は、土、日、祝 
祭日及び補正期間は含まない 

※要綱：神戸市産業廃棄物処理施設指導要綱 
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(２)廃棄物処理法の設置許可を要する施設のうち、建築基準法第５１条ただし書の許可を要しない施設 
事業計画者（申請者） 神戸市環境局 関係課 

 
 

  

 

事前相談 相談・指導 

処理に係る申出書の提出 受  付 

申出書の関係課への提出 
受付・審査 

回  答  

関係法令手続 

施設設置許可申請書の提出 受  付 

許 可 
許可証の受領 

工事着工 

竣  工 

使用前検査申請書の提出 受  付 

適  合 

検査確認通知 

処分業許可申請書の提出 受  付 

許 可 不許可 

処分業許可証交付 

営業開始 

受付・審査 

施設設置許可証交付 

許可証の受領 

通知の受領 

処理に係る申出書の回答 回答の受領 

回答の受領 

不許可 

許可等  関係法令手続終了 

 

 

 

 

＊焼却施設、最終処分場の手続は別紙 同意書及び協定書、生活環境 

影響調査書添付 

標準処理期間３０日 

標準処理期間１５日 

標準処理期間６０日 

標準処理期間６０日（焼却施設、最終処分場１８０日） 

備考 標準処理期間は、土、日、祝 
祭日及び補正期間は含まない 

審査 

審査 

審査 

検査 
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(３)神戸市産業廃棄物処理施設指導要綱に係る届出を要する施設（廃棄物処理法の設置許可を要する施設は除く） 

事業計画者（申請者） 神戸市環境局 関係課 
 
 

  

 

事前相談 相談・指導 

処理に係る申出書の提出 受  付 

申出書の関係課への提出 
受付・審査 

回  答  

関係法令手続 

施設設置届出書の提出 受  付 

受 理 
受理書の受領 

工事着工 

竣  工 

使用前検査申請書の提出 受  付 

適  合 

検査確認通知 

処分業許可申請書の提出 受  付 

許 可 不許可 

処分業許可証交付     

営業開始 

受付・審査 

施設設置届受理書交付 

許可証の受領 

通知の受領 

処理に係る申出書の回答 回答の受領 

回答の受領 

不受理 

許可等  関係法令手続終了 

 

 

 

 

 
同意書及び協定書、生活環境 

影響調査書添付 

標準処理期間３０日 

標準処理期間３５日 

標準処理期間１５日 

標準処理期間６０日 

備考 標準処理期間は、土、日、祝 
   祭日及び補正期間は含まない 

審査 

審査 

審査 

検査 
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最終処分場及び焼却施設等の設置・変更許可に関する告示・縦覧等に係る手続フロー 

処理施設設置者 神戸市環境局 専門委員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

太字は廃棄物処理法に定める手続 

見解書の作成 

申出書の提出 

・関係法令手続 
・同意等の取得 
・生活環境影響調査 

設置（変更）許可申請書の提出 

生活環境影響調査書 

同意書、周知報告書 

専門的知識を有する者か

らの意見聴取 

許可／不許可 

事業者による説明会

の開催、事前周知 

周知計画書の提出 

資料提出、説明等 

許可／不許可の公告 
専門委員意見書、事業者の見

解書、許可証（写）の縦覧 

回   答 

審 査 

受   付 

受   付 

見解書の提出 

関係市町

からの意

見聴取 

利害関係者からの

意見書の提出（縦覧

満了日の翌日から 2

週間） 

許可申請書・生活環境調査書の 

告示・縦覧（1ヶ月間） 

意見書（写）の送付 

検   討 

専門委員会の開催 
（必要に応じ） 

審 査 

資料提出、説明等 

通知・許可証 

・建築基準法第 51 条

ただし書許可（都市

計画審議会付議） 
（必要な場合） 

意 見 書 

網掛け部分は、「産業廃棄物処理施設の設置・変更許可に関する告示・縦覧等に係る手続要領」 


